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予算決算委員会民生教育分科会会議録

招 集

令和５年１２月１５日（金）午前１０時 委員会室

出席委員（８名）

（委員長）今 城 雅 子 （副委員長）塚 田 佳 充

安 達 卓 是 土 光 均 戸 田 隆 次 錦 織 陽 子

西 野 太 一 矢田貝 香 織

欠席委員（０名）

説明のため出席した者

伊澤副市長

浦林教育長

【市民生活部】藤岡部長

［市民一課］小乾課長 絹谷証明担当課長補佐

［市民二課］田村課長

［保険年金課］吉持課長 白鳥課長補佐兼保険業務担当課長補佐

足立年金医療担当課長補佐

［市民税課］長谷川次長兼課長

［固定資産税課］永江次長兼課長

［収納推進課］大野原課長 大谷総務担当課長補佐

［環境政策課］木下次長兼課長 梅原環境計画担当係長

［クリーン推進課］高浦課長

【福祉保健部】塚田部長

［福祉政策課］中本課長 久保福祉政策担当課長補佐

［福祉課］橋尾次長兼課長

［障がい者支援課］米田課長 松井計画支援担当主任

［長寿社会課］足立課長 柄川課長補佐兼高齢者福祉担当課長補佐

［健康対策課］渡部課長

［フレイル対策推進課］頼田課長

【こども総本部】瀬尻部長

［こども政策課］長谷川次長兼課長 永榮課長補佐兼子育て政策担当課長補佐

佐藤こども育成担当課長補佐

［こども相談課］松竹課長

［こども施設課］斎木課長 桝本子育て施設担当課長補佐

［こども支援課］長尾課長 田原保育支援担当課長補佐

【教育委員会事務局】長谷川局長兼こども政策課長

［こども政策課］遠藤課長補佐 松井義務教育学校準備担当係長

［こども施設課］斎木課長 桝本子育て施設担当課長補佐

［こども支援課］長尾課長

［学校教育課］西村次長兼課長
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［生涯学習課］毛利課長

［学校給食課］伊藤課長

出席した事務局職員

松田局長 田村次長 坂本議事調査担当係長 松下調整官

傍 聴 者

稲田議員 岩﨑議員 大下議員 岡田議員 奥岩議員 門脇議員 田村議員

報道関係者２人 一般１人

審査事件

議案第１０２号 令和５年度米子市一般会計補正予算（補正第６回）のうち当分科会所

管部分

議案第１０３号 令和５年度米子市国民健康保険事業特別会計補正予算（補正第１回）

議案第１０４号 令和５年度米子市介護保険事業特別会計補正予算（補正第３回）

議案第１０５号 令和５年度米子市後期高齢者医療特別会計補正予算（補正第１回）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午前１０時１０分 開会

○今城分科会長 予算決算委員会民生教育分科会を開会いたします。

本日は、１２月１２日の本会議で予算決算委員会に付託された議案のうち、当分科会の

審査担当とされました議案４件について審査いたします。

議案第１０２号、令和５年度米子市一般会計補正予算（補正第６回）のうち、こども総

本部所管部分についてを議題といたします。

当局の説明を求めます。

永榮こども政策課長補佐。

○永榮こども政策課長補佐兼子育て政策担当課長補佐 それでは、議案第１０２号、令和

５年度米子市一般会計補正予算（補正第６回）のうち、こども総本部所管部分について御

説明申し上げます。

予算説明資料、歳出予算の事業の概要により御説明申し上げます。ただいま通知を送ら

せていただきます。

まず、サイドブックス内のページ、２０ページ及び２１ページ。紙の資料では６ページ

及び７ページになります。返還金、こども政策課、返還金、こども支援課について、総額

８,９０１万２,０００円を計上しております。これらは、いずれも事業実績の確定により

過年度の国県補助金等の不用額を返還するものでございます。

続きまして、サイドブックス内ページ、２５ページ、紙の資料では１１ページでござい

ます。下の段、子どもの居場所づくり事業についてですが、２００万円を増額しておりま

す。これは、新たに１団体が行う子ども食堂の立ち上げにかかる費用に対する補助を行う

ため補正するものでございます。

最後になりますが、人件費の補正を行っております。サイドブックス内のページ、２９

ページ及び３０ページ、紙の資料では１５ページ及び１６ページに記載しておりますとお
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り、児童福祉総務費人件費、子ども子育て支援費人件費、児童福祉施設費人件費につきま

して、総額で差引き７０６万３,０００円を増額しております。これらは、いずれも人事院

勧告を踏まえた給与改定及び人事異動等による人件費の実績見込みにより補正するもので

ございます。説明は以上でございます。

○今城分科会長 当局の説明は終わりました。委員の皆様からの御意見を求めます。

錦織委員。

○錦織委員 ２１ページのこども支援課の国庫補助金の不用額を返還するっていうので、

この中身を見ますと、令和３年度保育士等処遇改善臨時特例交付金ほか１０件となってま

すけど、この処遇改善臨時特例交付金が使われなかったのはなぜかということと、これに、

この交付金で何人ぐらいの職員の改善がされたのか、１人当たりの額っていうのを教えて

ください。

○今城分科会長 長尾こども支援課長。

○長尾こども支援課長 これにつきましては、実績に基づく返還金ですので、実績です。

処遇改善につきましては、１人９,０００円で改善をされたところでございます。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 それで、何人ぐらいの保育士が、結局、対象になったのですかね。

○今城分科会長 長尾こども支援課長。

○長尾こども支援課長 給付費ベースで出しておりますので、ちょっと、すみません。今、

何人という数字はちょっとお答えができません。

○錦織委員 はい、分かりました。

○今城分科会長 よろしいですか。

○錦織委員 はい。

○今城分科会長 ほかには。

安達委員。

○安達委員 すみません、紙媒体でいきます。６ページ下段の、これも返還金ですよね。

この返還金が生じた理由とか背景はどのようなことでしたか。

○今城分科会長 永榮こども政策課長補佐。

○永榮こども政策課長補佐兼子育て政策担当課長補佐 返還金、こども政策課についてで

すが、そちら主なものとしましては、国の子ども・子育て支援交付金、県の子ども・子育

て支援交付金というものになりまして、こちら子ども・子育て支援法に定める各種事業、

例えば放課後児童クラブですとか、一時預かりですとか、そういった事業に係る費用の国

庫補助、県補助というものになります。こういう返還金発生する理由としましては、基本

的には年度当初、交付申請、国、県にする際には必要経費、必要分の不足することのない

よう上限で見込んで交付申請を行います。その後、事業の実施より実績が出た段階で、当

初交付申請したものよりも実績額が少ないことにより返還が生じるというものになってお

ります。

○今城分科会長 長谷川こども総本部次長。

○長谷川こども総本部次長兼こども政策課長 補足で説明させていただきます。この返還

金につきましては、ほかの省庁であれば当該年度で実績を報告して精算ということが通常

多いんですけれども、この福祉関係、厚労省関係、それから、子ども関係につきましては、
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精算の時期が若干ずれておりまして、当該年度ではなくて、過年度になって精算をすると

いうことで、これは制度といいますか、そういう仕組みになってございますので、先ほど

説明がございましたように、申請時は十分な余裕を持って申請すると、で、実績時にはや

っぱり若干それを下回るということですので、この返還金については、毎年こういうよう

な形で予算についても計上させていただくところでございます。

○今城分科会長 安達委員。

○安達委員 分かりました。最初、それを言わなかって聞いたもんですから、見込みとか

実績とかっていうのを、どのようにして積算したかっていうのを聞こうと思ったんですが、

言葉足らずで、いきなり聞きますって言ってしまったんで、ごめんなさい。局長のほうか

ら補足してもらって分かりました。どうもありがとうございます。以上です。

○今城分科会長 ほかにはございますか。

ほかにないようですので、本件については終了いたします。

予算決算委員会民生教育分科会を暫時休憩いたします。

午前１０時１８分 休憩

午前１０時３９分 再開

○今城分科会長 予算決算委員会民生教育分科会を再開いたします。

議案第１０２号、令和５年度米子市一般会計補正予算（補正第６回）のうち教育委員会

所管部分についてを議題といたします。

当局の説明を求めます。

永榮こども政策課長補佐。

○永榮こども政策課長補佐兼子育て政策担当課長補佐 議案第１０２号、令和５年度米子

市一般会計補正予算（補正第６回）のうち教育委員会所管部分について御説明申し上げま

す。

予算説明資料、歳出予算の事業の概要により御説明申し上げます。

まず、サイドブックス内４１ページ、紙の資料では２７ページを御覧ください。上の段、

義務教育学校整備事業についてですが、６８０万円を増額しております。これは、美保中

学校区における義務教育学校の整備に伴い、建設候補地を借りて耕作している耕作者が代

替農地を整備する場合に、その整備費用に対する補助を行うため補正するものでございま

す。

そのほか、人件費の補正を行っております。サイドブックス内４０ページから４３ペー

ジにかけまして、紙の資料では２６ページから２９ページにかけまして記載しております

とおり、事務局人件費、教育長人件費、中学校管理人件費、社会教育総務費人件費、給食

施設費人件費につきまして、総額３,１２５万８,０００円を増額しております。こちらは、

人事院勧告を踏まえた給与改定、また、人事異動等による人件費の実績見込みにより補正

するものでございます。説明は以上でございます。

○今城分科会長 当局の説明は終わりました。

委員の皆様からの御意見を求めます。

錦織委員。

○錦織委員 ４１ページの美保中学校区のこの部分なんですけれども、今回は代替農地の

整備に対する補助金っていうのが６８０万円出ましたが、今、耕作しとられる方が、この
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場をやめて移転するということについては、個人的な負担とかいろいろ生産に影響がある

かどうかちょっと分からないんですけど、そういう個別交渉、何かそういう個別の補償金

っていうのは考えられているのか、また、個別交渉っていうのがされているのかっていう

ことについてお尋ねします。

○今城分科会長 長谷川教育委員会事務局長。

○長谷川教育委員会事務局長兼こども政策課長 耕作者に対しての今回の補助金につい

てでございますが、個別の交渉ですとか、まあ個別の補償と、農業補償いうことではござ

いませんで、あくまでもこの事業に伴いまして耕作地がなくなると、移動を余儀なくされ

る。そのために新たな耕作地を整備することに対する措置ということでございまして、補

助金での対応ということで考えてございます。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 それは分かっているんですけど、ちょっとついでに聞いたっていうのいけな

いかもしれないですけど、個別補償っていうんですか、そういうものは、これにはもちろ

ん反映してないんですけれども、そういうことが考えられているのかどうかっていうのを

ちょっとお聞きします。

○今城分科会長 長谷川教育委員会事務局長。

○長谷川教育委員会事務局長兼こども政策課長 個別補償っていうことは考えてござい

ませんで、あくまでも土地所有者に対しましては土地の鑑定による評価、それから借りて

耕作されておられる方、利用権設定ですね、これは利用権に応じた権利分の権利の消滅に

対する経費について、権利の消滅に対する用地買収経費をお支払いするということでござ

います。建物所有者につきましては建物の評価、動産につきましては動産の評価をもって

お支払いするという考えでございます。営業補償ということについては考えてございませ

ん。

○今城分科会長 よろしいですか。

○錦織委員 はい。

○今城分科会長 ほかにはありますか。

安達委員。

○安達委員 今の質問とちょっと関連すると思うんですが、いわゆる代替農地の整備に対

する補助６８０万円という書き込みがしてあるんですが、これずっと次行って、草刈りと

か伐木とか廃棄物の処分とかあるんですが、廃棄物の処分っていうのは一般廃棄物がどっ

かにあってそれを処分しなきゃいけないということかな。具体的に中身を教えていただけ

ますか。

○今城分科会長 松井こども政策課係長。

○松井こども政策課義務教育学校準備担当係長 廃棄物処分の内訳ということでござい

ますが、こちらに記載ございます廃棄物処分というのは、草刈りですとか伐木を行った際

に出る廃棄物、こちらの処分費用ということになっております。また、現在の代替耕作地

のところがですね、基本的には耕作放棄地になっておりまして、ビニールハウスですとか、

そういったものが現状あるところもございます。そういったものの処分費用ということで

ございます。以上です。

○今城分科会長 安達委員。
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○安達委員 それと、代替地の農地整備って書いてありますが、何人で面積はどのぐらい

の面積を予定しておられるんですか。

○今城分科会長 松井こども政策課係長。

○松井こども政策課義務教育学校準備担当係長 今回のこちらの整備補助に対する対象

の人数ですが、耕作者の方５名、希望されてる方５名いらっしゃいましたので、その方に

対しての予定でございます。面積については、現在、建設候補地４万５,０００平米のうち、

２万平米が借りて耕作されている状況ですので、同面積２万平米を補助するという予定で

ございます。以上です。

○今城分科会長 よろしいですか。

○安達委員 はい。

○今城分科会長 ほかにはございますか。

戸田委員。

○戸田委員 ちょっと確認ですけども、この代替農地は市があっせんされたんですか、仲

介あっせんされたんですか。

○今城分科会長 長谷川教育委員会事務局長。

○長谷川教育委員会事務局長兼こども政策課長 代替農地につきましては、農林課、それ

から中間管理機構交えながら関係者と一緒に、現場で候補地を見ながらマッチングを進め

ているところでございます。

○今城分科会長 戸田委員。

○戸田委員 代替農地、御本人さんが所望されてその土地を求められたのか、市がそうい

うふうなものを確保し、ある程度情報を確保して提供されたのか、それどちらなんですか。

○今城分科会長 長谷川教育委員会事務局長。

○長谷川教育委員会事務局長兼こども政策課長 耕作者と一緒に周辺の農地見まして、こ

ことこことここが適してるんじゃないか、そういった情報を基に農地中間管理機構、農林

課と一緒に、土地の所有者、交渉ですとか意向確認してマッチングを行っていくというこ

とをやっております。

○今城分科会長 戸田委員。

○戸田委員 最後にしますけど、大体、代替農地を求められてる、大体、同様な農地を提

供していくのが本来の在り方だと思うんですよね。耕作放棄地を提供するという、それが

ベストだったかどうかって、そこ疑義が私はあるんですけども、まあ今の農業委員会なり

中間管理機構と調整を図った上でしたということであれば、まあやむを得ないかなあとい

うふうに思いますが、その辺のところ十分にこれからしんしゃくされて、事務を私は進め

ていきたいと、いかなくちゃいけないと、これは要望しておきたいというふうに思います。

○今城分科会長 ほかにはございませんか。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 ４２ページ、紙でいくと２８ページです。すみません、生涯学習課のとこ

ろの補正ですけど、これは、給与改定のみと捉えますか、人事異動も含んでいるんでしょ

うか。そこが、もし人事異動もありましたら何人と捉えたらいいんでしょうか、すみませ

ん、ほかの課も全体に言えることだと思うんですけど教えてください。

○今城分科会長 毛利生涯学習課長。



－7－

○毛利生涯学習課長 紙の資料２８ページ、社会教育費、社会教育総務費人件費につきま

してのお問合せでございますけれども、これ、先ほどもお話が出てまいりましたとおり、

当初、予算の部分に対しての人件費に当たります。当初、１７名という形でつくっている

ところで、これは９月までの人事異動がございまして、４名増という形でなっております。

そちらのほうの給与の部分でございます。以上でございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 ９月の時点で４名増ということは、業務的に何か見直し等があって、４名

が増えられたという理解でよろしいんでしょうか。また、それらの方が一般職で何か資格

がある方が来られてるというのであれば、また教えていただけますか。

○今城分科会長 毛利生涯学習課長。

○毛利生涯学習課長 ９月の部分での定期異動に伴うものでございますから、役職等の変

更により給与等も変わってくるということになって、増名分に関しましては、文化振興課

の部分とこれ生涯学習課の職員の部分になっておりますので、特に特別な役職が就いたと

いうことではございません。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 すみません、もう一つ確認で教えてください。生涯学習課の課長は地域振

興課の課長も兼ねてらっしゃるという認識だったんですけど、今のでいくと、生涯学習課

のこの人件費の中も文化振興課の所属の方もいらっしゃるということですか。その４名の

中でしょうか、もともとその１７名の中で……。ごめんなさい理解が悪くて、教えてくだ

さい。

○今城分科会長 毛利生涯学習課長。

○毛利生涯学習課長 これ、生涯学習課の部分で所管している社会教育総務費の人件費に

係るもので、そこが費用として賄っているのが生涯学習課の職員と文化振興課の職員です

という、私の説明がこう順序がおかしかったならそういうふうに捉えていただきたいと思

います。単なる職員の部分でございますので、そこの入替えとかそういうものが行われた

ことでもございませんので、そういう御理解でお願いしたいと思います。

○矢田貝委員 ありがとうございました。

○今城分科会長 ほかにはございますか。

〔「なし」と声あり〕

○今城分科会長 では、ほかにないようですので、本件については終了いたします。

予算決算委員会民生教育分科会を暫時休憩いたします。

午前１０時５２分 休憩

午前１１時１７分 再開

○今城分科会長 予算決算委員会民生教育分科会を再開いたします。

初めに、議案第１０２号、令和５年度米子市一般会計補正予算（補正第６回）のうち、

福祉保健部所管部分についてを議題といたします。

当局の説明を求めます。

久保福祉政策課福祉政策担当課長補佐。

○久保福祉政策課福祉政策担当課長補佐 すみません、サイドブックスが今つながってま

せん。すみません、つながりました。
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○今城分科会長 どうぞ。

○久保福祉政策課福祉政策担当課長補佐 すみませんでした。議案第１０２号、令和５年

度米子市一般会計補正予算（第６回）のうち、福祉保健部が所管する部分につきまして、

歳出予算の概要等を御説明いたします。令和５年度１２月補正予算一般会計の歳出予算事

業の概要を御用意ください。

サイドブックス、０６ホームページ公開資料フォルダの２０ページ、紙６ページです。

ただいま通知します。上の段の返還金ですが、９６万６,０００円を計上しております。こ

れは、社会福祉法人が国の間接補助事業により市内の小規模多機能型居宅介護事業所にス

プリンクラーを整備しましたが、一部分を地域密着型通所介護事業所に目的外利用転用し

たことにより財産処分の対象となり、補助金の一部を国に返還するものでございます。

次に、サイドブックス内フォルダの２５ページ、紙１１ページの上の段ですが、ただい

まから通知します。通知しました。社会福祉総務費人件費ですが、３７５万９,０００円を

増額しております。これは、人事院勧告を踏まえた給与改定及び人事異動等による人件費

の実績見込みにより、予算を補正し対応するものでございます。なお、人件費につきまし

ては、ほかにも同様の理由で補正をお願いするものでございます。

少々お待ちください。

今、フォルダの３０、３１ページを追加していただきました。紙ページ、１６ページ、

１７ページになります。生活保護総務費人件費について６１２万９,０００円の減額と、保

健衛生総務費人件費について５５３万１,０００円の減額をそれぞれ計上しております。

ページが戻りまして、フォルダの２６ページ、紙１２ページです。今、通知させていた

だきました。介護保険事業特別会計繰出金ですが、２５０万２,０００円を増額しておりま

す。なお、これにつきましては、紙でお配りした資料の補正額に誤りがありましたので、

財政課から訂正表を配付させていただいております。訂正表を通知させていただいてます。

補正額を５６８万７,０００円としておりましたが、正しくは２５０万２,０００円でござ

います。おわびして訂正いたします。サイドブックスのデータについては既に差し替えを

させていただいております。この繰出金については、介護保険事業特別会計の所要額に対

する一般会計からの繰出金でございますが、介護保険事業特別会計における人件費の実績

見込み及び令和６年４月からの介護保険制度改正に対応するため、現行の介護保険システ

ム改修を行うことから繰出金を増額するものでございます。

次に、フォルダの２８ページ、紙１４ページです。今、通知させていただきました。障

がい児通所等給付事業ですが、８,４６０万円増額しております。これは、児童発達支援、

放課後等デイサービス等の児童福祉法によるサービスの利用実績が、コロナ禍によるサー

ビスの利用控えや事業所休所の影響もなくなり前年比で増加したことにより、予算を補正

し対応するものでございます。

次に、サイドブックス内０６ホームページ公開資料フォルダ、修正後１２月補正予算書

９ページを御覧ください。紙の予算書も９ページです。今、通知させていただきました。

表、２行目の障がい者福祉施設整備費補助金の限度額として６３８万６,０００円を計上し

ております。これは、障がい者福祉施設を整備する事業者に対して、国・県補助金の１５

分の１を上乗せして助成するものでございます。なお、整備する施設は、共同生活援助及

び短期入所事業所の新設でございます。
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令和５年度米子市一般会計補正予算（補正第６回）の説明は以上でございます。

○今城分科会長 当局の説明は終わりました。

委員の皆様からの御意見等を求めます。よろしいですか。

戸田委員。

○戸田委員 ２８ページの障がい者事業所給付事業かな、４６０万円の増額補正しとるで

すけど、当初予算編成の見込みっていうのはどのような見込みをされておる、前年度対比

がどうなのか、その辺のところを伺っておきたい。

○今城分科会長 米田障がい者支援課長。

○米田障がい者支援課長 こちらの事業につきましては、当初予算においては前年度並み

というところで計上させていただいておりました。

○今城分科会長 戸田委員。

○戸田委員 この増額要因っていうのはただ実績見込みというだけで、何か要因があるん

ですか、背景があるんですか。

○今城分科会長 米田障がい者支援課長。

○米田障がい者支援課長 今回、補正を上げさせていただいておりますが、理由のほうで

も先ほどお伝えさせていただいたとおりのところ、前年度実績が、実はコロナの影響もあ

って、実は思ったよりも利用が伸びてなかったというところがありました。そこで前年度

並みで書かせてはいただいたんですけども、実際、今年度になりまして利用控えがなくな

ったり、従来であるとコロナの方が１人出たっていうところで事業所は休止っていうよう

なことも昨年度は結構あったんですが、そういったこともなくなって、ちょっと想定を上

回る額の利用があったというところで補正を上げさせていただいたというものでございま

す。

○今城分科会長 ほかにはございますか。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 ５１ページの、説明あったと思って、聞かせてください。長寿社会課の償

還金のことなんですけれども、額としては全体の交付決定額に。すみません、全体の交付

決定額からしたら、割合は少ない返還になると思うんですけれども、どの事業の部分の返

還になるのかっていうことをちょっと教えていただけますか。

（「議案が違う」と声あり）

○今城分科会長 それは違う。

○矢田貝委員 違うね。

（「まだ説明のところじゃない」と声あり）

ごめんなさい。まだですよね。

（「これから」と声あり）

○矢田貝委員 失礼しました。

（「議案が違います」と声あり）

○今城分科会長 議案が違います。

○矢田貝委員 失礼しました。

○今城分科会長 じゃあ、ほかにはよろしいでしょうか。

〔「なし」と声あり〕
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○今城分科会長 ないですね。

ほかにないようですので、本件については終了いたします。

次に、議案第１０４号、令和５年度米子市介護保険事業特別会計補正予算（補正第３回）

についてを議題とします。

当局の説明を求めます。

久保福祉政策課福祉政策担当課長補佐。

○久保福祉政策課福祉政策担当課長補佐 議案第１０４号、令和５年度米子市介護保険事

業特別会計補正予算（補正第３回）につきまして、歳出予算の概要等を御説明いたします。

令和５年度１２月補正予算介護保険事業特別会計の歳出予算の事業の概要を御用意くださ

い。

サイドブックス内０６ホームページ公開資料フォルダの４９ページ、紙２ページをお開

きください。ただいま通知しました。上段の介護保険事業人件費ですが、１３７万１,００

０円を減額しております。これは、人事院勧告を踏まえた給与改定及び人事異動等による

人件費の実績見込みにより、予算を補正し対応するものでございます。

同じページの下の段の介護保険事業管理費ですが、６３６万９,０００円を増額しており

ます。これは、令和６年４月からの介護保険制度改正に伴い対応するため、現行の介護保

険システムの改修を行うものでございます。

次に、フォルダの５０ページ、紙３ページの上の段です。今、通知させていただきまし

た。賦課徴収事業ですが、４０万２,０００円を増額しております。これは、人事院勧告を

踏まえた給与改定による会計年度任用短時間勤務職員の報酬等の実績見込みにより、予算

を補正し対応するものでございます。

同じページの下の段ですが、任意事業ですが、２８万６,０００円を増額しております。

これは、人事院勧告を踏まえた給与改定による会計年度任用短時間勤務職員の報酬等の実

績見込みにより、予算を補正し対応するものでございます。

次に、フォルダの５１ページ、紙４ページです。今、通知させていただきました。償還

金ですが、４７６万円を増額しております。これは、令和４年度に国及び県から概算で交

付を受けた地域支援事業交付金について、地域支援事業の実績報告により精算した結果、

過大受領分の返還が生じたものでございます。

説明は以上でございます。

○今城分科会長 当局の説明は終わりました。

委員の皆様からの御意見等を求めます。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 先ほどは失礼しました、すみません。５１ページの償還金のことについて

ですけれども、交付決定額からしたら割合は小さいと思うんですけれども、どの部分の事

業ですか、介護予防なのか包括的な部分なのかというあたり、教えていただけますでしょ

うか。

○今城分科会長 足立長寿社会課長。

○足立長寿社会課長 償還金につきまして、どの事業に該当する部分かというところの御

質問だと思います。基本的に地域支援事業の中の減額となった主なところで申し上げます

と、フレイル対策拠点事業を含みます一般介護予防事業が大きく下回っているというとこ
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ろでございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 その事業がフレイルだというふうに聞きましたので、さらにお伺いします

けれども、５年度、今年度、フレイル対策推進課がスタートして、地域のほうでいろいろ

としていくんですけど、今後、この地域支援事業っていうのが当局として増額していく見

込みといいますか、次年度ですね、そういった何か方針みたいなのがあれば教えていただ

けますでしょうか、次年度に向かっての。

○今城分科会長 足立長寿社会課長。

○足立長寿社会課長 一般介護予防のフレイル対策ということを一つ大きなところで申

し上げさせていただきましたけれども、今、全市展開をさせていただいているところです

が、そこの部分をさらに来年度は進めていくというところでございます。

地域支援事業の一般介護予防部分のところにつきましては、ある程度、事業費としては

来年度以降も若干増えていくというような想定で今、計画についてもそういう見込みで考

えとるところでございます。フレイルを含めて、ほかのものも含めてということでござい

ます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 ありがとうございました。私もしっかり勉強して、分かるようにしていき

ますので。すみません、ありがとうございます。

○今城分科会長 ほかに。

錦織委員。

○錦織委員 ４９ページの介護保険事業管理費、システム改修の委託料なんですけど、こ

れはどういう、来年度介護保険料の改定だとか、介護報酬の改定だとかあるんですけど、

そういうものに付随したものなのか、または、何か包括報酬とか何か新規サービス、そう

いうものが今何か言われてるんですけど、そういうものの何かことなんでしょうか。何か

ちょっとでも中身が分かったらお願いします。

○今城分科会長 足立長寿社会課長。

○足立長寿社会課長 今回のシステム改修の内容の御質問だと思ってます。内容といたし

ましては、一つには在宅サービスの基盤整備というところで、サービスの種類の追加です

とか、レイアウト変更ということがございます。２つ目としては、介護療養型医療施設が

廃止になりますので、それのレイアウト変更ですとか、あと、１号保険料負担の多段階化

というところがあります。そういったところのシステムの改修ということで今回上げさせ

ていただいております。

○錦織委員 分かりました。

○今城分科会長 ほかにはございますか。

〔「なし」と声あり〕

○今城分科会長 よろしいですね。

ほかにないようですので、本件については終了いたします。

予算決算委員会民生教育分科会を暫時休憩いたします。

午前１１時３２分 休憩

午前１１時３７分 再開
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○今城分科会長 予算決算委員会民生教育分科会を再開いたします。

初めに、議案第１０２号、令和５年度米子市一般会計補正予算（補正第６回）のうち、

市民生活部所管部分についてを議題といたします。

当局の説明を求めます。

小乾市民一課長。

○小乾市民一課長 議案第１０２号、令和５年度米子市一般会計補正予算（補正第６回）

について、市民生活部所管部分を御説明いたします。

それでは、お手持ちの令和５年度一般会計補正予算（補正第６回）歳出予算の事業の概

要に沿って御説明いたします。

通知をお開きください。電子データ２２ページ、紙８ページを御覧ください。上の段、

市税償還金についてでございますが、こちらは収納推進課所管の予算で２,０００万円を計

上しております。これは、市税のうち法人市民税について、令和４年中に予定申告として

納付された額に対し確定申告による確定額が減額となったことにより、当初予算時の見込

みを上回る還付が発生しているため必要額を計上するものでございます。

通知をお開きください。次に、電子データ２７ページ、紙１３ページを御覧ください。

上の段、医療助成（特定疾病、独り親、小児）についてでございますが、こちらは保険年

金課所管の予算で１億３,７００万円を計上しております。これは、アフターコロナによる

受診控えの減少、インフルエンザなどの感染症の流行及び長期化、コロナの公費負担の終

了などにより医療費助成額が予算を上回る見込みのため、必要額を計上するものでござい

ます。

続いて、次のページ、電子データ２８ページ、紙１４ページ、上の段、後期高齢者医療

費負担金についてでございますが、こちらも保険年金課所管の予算で１,３８１万１,００

０円を計上しております。これは、令和４年度市町村療養給付費負担金の確定により、予

算を補正し対応するものでございます。

通知をお開きください。次に、電子データ３２ページ、紙１８ページを御覧ください。

上の段、し尿処理事業についてでございますが、こちらはクリーン推進課所管の予算で４

２４万２,０００円を計上しております。これは、令和６年４月から実施するし尿収集運搬

業務の委託化に対応するため、システム改修の経費と納付書等の通知文書作成経費等を計

上するものでございます。

通知をお開きください。そのほか、電子データ２１ページ、紙７ページ、下の段、税務

総務費人件費、電子データ２２ページ、紙８ページ、下の段、戸籍住民基本台帳費人件費、

電子データ２４ページ、紙１０ページ、下の段、国民健康保険事業特別会計繰出金人件費

等、電子データ２６ページ、紙１２ページ、上の段、国民年金費人件費、電子データ２７

ページ、紙１３ページ、下の段、後期高齢者医療特別会計繰出金事務費、電子データ３１

ページ、紙１７ページ、下の段、清掃総務費人件費でございますが、これらは全て令和５

年度人事院勧告を踏まえた給与改定及び人事異動等に伴う人件費の実績見込みによる補正

でございます。

説明は以上でございます。

○今城分科会長 当局の説明は終わりました。

委員の皆様からの御意見等を求めます。よろしいですか。
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矢田貝委員。

○矢田貝委員 またちょっと聞いてみますけれども、２７ページ、どの課で、どこでお伺

いするかということですけれども、このマイナスになっていますが、この事務費的には後

期高齢者医療特別会計の繰り出しという部分、保険年金課で業務的に減ってるとは思いに

くい課なんですね。ていうことは、そこで、この改定があったときに対応していく、算出

されてくる額というのがマイナスの人事異動、人が減ったというふうに理解するんですけ

れども、このマイナスが出るということは。何人、どのような異動だったと理解したらよ

ろしいんでしょうか。

○今城分科会長 吉持保険年金課長。

○吉持保険年金課長 すみません、人数の変更はございませんけども、人事異動の関係で

額が減額してるというふうになっています。すみません、当初、予算を立てているときに、

後期高齢者医療広域連合のほうに出ている管理職のほうが次長級ですけども、今出ている

のが課長級ですとかっていうところでの減額になっているというふうになります。以上で

す。

○矢田貝委員 分かりました。ありがとうございます。

○今城分科会長 ほかにはございますか。

土光委員。

○土光委員 ３２ページと言っていいのかな、し尿処理事業で委託に変更する。これはこ

の前の報告で聞いてるのですが、そのためのいろんな改修費ということで。これ、今まで

はこのし尿処理について業者さんと実際の住民と直接やり取りで、だから、市としては特

に持ち出しとか、そういったものはなかったというふうなイメージを持っているんですが、

それはそれで、そう思っていいんですか。

○今城分科会長 高浦クリーン推進課長。

○高浦クリーン推進課長 し尿の収集についてですけれども、これまでは許可制で行って

おりましたので、市はそこに特には関わって、業務として特に関わっておりませんので、

市の持ち出しはこれまではございませんでした。

○今城分科会長 土光委員。

○土光委員 今回、委託にするから補正額。ただ、補正前で１３６万６,０００円ありま

すよね。この補正前の額は何の額だったんですか。

○今城分科会長 高浦クリーン推進課長。

○高浦クリーン推進課長 し尿処理事業ですけれども、公衆便所等が市の所管のものがあ

りまして、そういったところの収集に係る経費などでございます。

○今城分科会長 土光委員。

○土光委員 今回はシステム改修、委託とかの費用だけど、例えば、実際に委託で変更し

て実施するときに、市の費用としてプラスになるということはあり得るのですか。あると

すれば、どういったことに関してということ。

○今城分科会長 高浦クリーン推進課長。

○高浦クリーン推進課長 し尿を委託化することに伴います事業費ですけれども、これは、

基本的には令和６年度以降になりますが、委託費というものが発生してまいります。収入

のほうとしましては、現在、処理料を各事業者が得ておられるものが、今度は処理手数料
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ということで市の収入になってくるという変化がございます。以上です。

すみません。

○今城分科会長 続けてどうぞ。

○高浦クリーン推進課長 続けて。基本的にはその手数料収入で事業費を賄っていくとい

うことを原則とするんですけれども、一部一般財源ということも出てまいります。

○今城分科会長 土光委員。

○土光委員 だから、要は委託すると市を経由してということだから、市が委託費を払う。

逆に、処理手数料が市に入る。それは、必ずしも同じ額にはならない。むしろ、委託費用

っていうのが増えるというふうに考えられるんですか。

○今城分科会長 高浦クリーン推進課長。

○高浦クリーン推進課長 先ほども答弁しましたけれども、基本的には手数料で賄うこと

を原則といたしますけれども、手数料収入が全てそのまま委託料になるというわけではご

ざいませんので、事務費などもかかってまいりますので、市のほうで行いますと。そうい

ったところで、足りない部分があれば一般財源でということが生じてくることになります。

○今城分科会長 土光委員。

○土光委員 質問の仕方を変えると、委託するときに委託費が決まるわけだと思いますけ

ど、この委託費を幾らにするかという考え方で、基本的に処理手数料に相当する額が委託

費になるというふうには必ずしもならないということですか。

○今城分科会長 高浦クリーン推進課長。

○高浦クリーン推進課長 まず、手数料についてお答えしますけれども、その手数料が令

和４年４月１日に改定しております。その時点で車両１台当たりの経費を出しまして、そ

れを当時の収集量で単価を出しております。今回、委託を計算するに当たりましては、車

両が１台当たりの経費というものを積み上げて計算をして、業務量に応じてというところ

はあるんですけれども、若干計算の部分が違ってまいりますのでイコールにはならないと

いうふうに思って……。

○今城分科会長 藤岡市民生活部長。

○藤岡市民生活部長 補足をいたします。まず、し尿の収集業務につきまして、その処理

手数料につきましては、これは現在、条例で定められた金額でございます。収入につきま

しては、今までは事業者が許可で行っておりましたので直接事業者の収入になっておりま

したが、この条例に基づく単価ごとに実際のくみ取りの量で市に直接収入が入ってくると

いうことになります。

そして、実際の委託料のほうですけれど、こちらにつきましては、車両の台数というこ

とで計算を、現在、来年度どういう、今、見積りの最中ということであります。金額は基

本的には手数料でございますので、受益者負担が原則になりますので、それを基本としな

がら、そして、この事業自体が、市の一般廃棄物の収集が市の責務でございます。これを

委託事業に変更することで収集体制の脆弱化を防いで安定したし尿収集体制の確保を図る

という事業でございますので、その趣旨に鑑みながら適切な委託料を算定していくことに

なるということでございます。以上です。

○今城分科会長 だから、収入と支出、委託料とかどうですかって言っとうなあだけど。

まあ、いいや。
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土光委員。

○土光委員 だから、その辺のところは改めて委託料云々は議論する場があると思うんで

すが、基本的な考え方、つまり、今まではし尿収集に関して価格、手数料は条例で決まっ

て、その額で業者さんがやりくりしてやっていた。今回、委託するから間に市が絡む、介

入する。そのために、今回はシステム改修とか、それから、今の話で、市に入ってくる手

数料、これ、条例で決まってる。それから、実際の委託費、これが差額が出て、多分だろ

うけど市の持ち出しが生じるというふうになるんではないかと。それがいい悪いは別に今

は特に言うつもりはないのですが、そういう考え方でこれから決まっていく、やっていく

というふうになると思っていいわけですね。

○今城分科会長 高浦クリーン推進課長。

○高浦クリーン推進課長 重ねての答弁になりますけれども、基本的には手数料収入で賄

うことを原則としながら、もしも事務費のほうが上回るということになれば、その部分は

出てくる可能性はあるということでございます。

○今城分科会長 ほかにはございますか。

〔「なし」と声あり〕

○今城分科会長 ほかにないようですので、本件については終了いたします。

次に、議案第１０３号、令和５年度米子市国民健康保険事業特別会計補正予算（補正第

１回）及び議案第１０５号、令和５年度米子市後期高齢者医療特別会計補正予算（補正第

１回）について一括して議題といたします。

当局の説明を求めます。

吉持保険年金課長。

○吉持保険年金課長 議案第１０３号、令和５年度米子市国民健康保険事業特別会計補正

予算（補正第１回）及び議案第１０５号、令和５年度米子市後期高齢者医療特別会計補正

予算（補正第１回）について、併せて保険年金課から御説明いたします。通知をお開きく

ださい。

それでは、令和５年度１２月補正予算、国民健康保険事業特別会計歳出予算の事業の概

要を予算説明資料により御説明いたします。

次のページ、電子データ４５ページ、紙２ページを御覧ください。上の段、国民健康保

険事業人件費、４８万９,０００円の増額でございます。これは先ほどの一般会計と同じく、

人事院勧告を踏まえた給与改定及び人事異動による人件費の実績見込みによる補正でござ

います。

続いて、同じページの下の段、賦課事務費、そして、次のページ、電子データ４６ペー

ジ、紙３ページの上の段、医療費適正化特別対策事業、同じページの下の段、特定保健指

導事業でございますが、これらは全て人事院勧告を踏まえた給与改定による会計年度任用

短時間勤務職員の報酬等の実績見込みによる補正でございます。

次に、ページをおはぐりください。電子データ４７ページ、紙４ページを御覧ください。

償還金についてでございますが、２億８,２６１万９,０００円の増額でございます。これ

は、国民健康保険調整交付金及び国民健康保険特定健康診査、特定保健指導、国庫負担金

の過大交付分を国に返還する額を計上するものでございます。

続きまして、通知を御覧ください。令和５年度１２月補正予算、後期高齢者医療特別会
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計歳出予算の事業の概要、予算説明資料により御説明いたします。

次のページ、電子データ５３ページ、紙２ページを御覧ください。上の段、後期高齢者

医療人件費でございますが、８２万７,０００円の減額でございます。これも人事院勧告を

踏まえた給与改定及び人事異動による人件費の実績見込みによる補正でございます。

続いては、同じページの下の段を御覧ください。鳥取県後期高齢者医療広域連合負担金

についてでございますが、１億９８９万２,０００円の増額でございます。これは、市町村

が徴収した保険料を鳥取県後期高齢者医療広域連合に納める負担金でございます。補正の

主な要因は、被保険者の所得が増加したことに伴い、負担金が当初予算を上回る見込みに

よるものでございます。

説明は以上です。

○今城分科会長 当局の説明は終わりました。

委員の皆様からの御意見を求めます。ございますか。

戸田委員。

○戸田委員 ４７ページ、償還金、過大交付分、これは説明受けたんですが、これは要因

はどのように分析されておられるんですか。まずお伺いいたします。

○今城分科会長 吉持保険年金課長。

○吉持保険年金課長 交付金を算定するのにその算定する基準のところが、国が示してる

ものとの見解を誤っていたものによることが原因だというふうに考えています。

○今城分科会長 戸田委員。

○戸田委員 これ、最後にしますけれども、今後こういうことがないように再発防止策、

それを講じていかなきゃならない。職員の研さん等も必要なんでしょうけれども、当局は

その辺をどのように考えておられますか。

○今城分科会長 藤岡市民生活部長。

○藤岡市民生活部長 今回の案件でございますけれど、先ほど課長も申し上げましたよう

に、算定に関する認識を本市の担当が誤っていたことによりまして今回の償還金につなが

ったものでございます。このたび、この事務の理解不足というところにおいて、市民の皆

様はじめ、御心配をおかけしたことについて、まずはおわびをしたいと思います。

そして、今回の事務につきましてですけれど、現在はこの当該事務は効率的に事務を実

施するという視点から、令和４年度から鳥取県国民健康保険団体連合会、国保連合会のほ

うに事務を委託をしております。ですので、この事務のような同様の案件は起こらないと

承知をしております。

あわせまして、事務を執行するに当たりまして、個々の法令等を改めて確認するという

ことは当然のことでございますので、保険年金課に限らず部全体としまして、原則はどう

なっているのか、法令遵守で事務の手続等も十分に確認をした上で、適正な事務執行に努

めてまいりたいと考えております。以上です。

○今城分科会長 戸田委員。

○戸田委員 二度とこういうことが起きないような意識の研さんなり、スキルアップです

かね、そういうところを求めておきたいと思います。これは指摘しておきたいと思います。

○今城分科会長 ほかにはございますか。

ほかにないようですので、本件については終了いたします。
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予算決算委員会民生教育分科会を暫時休憩いたします。

午前１１時５８分 休憩

午後０時２５分 再開

○今城分科会長 予算決算委員会民生教育分科会を再開いたします。

予算に係る分科会長報告のための意見の取りまとめを行います。御意見がございました

ら発言をお願いいたします。

〔「なし」と声あり〕

○今城分科会長 それでは、特になかった旨、報告させていただきます。

以上で予算決算委員会民生教育分科会を閉会いたします。

午後０時２６分 終了

米子市議会委員会条例第２９条第１項の規定により署名する。

予算決算委員会民生教育分科会長 今 城 雅 子


